
番号　
令和　　年　　月　　日　
山梨県知事　　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告者）
　　　　　印　　
　令和　　年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
　令和　　年　　月　　日付け健長第　　　　号で交付決定を受けた令和　　年度山梨県介護基盤整備等事業費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告します。
１　山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）第１３条の規定による確定額
　金　　　　　　　　　　円
２　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
　金　　　　　　　　　　円
３　添付書類（２の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等）
番号　
令和　　年　　月　　日　
山梨県知事　　　　　　　　　　殿
　（報告者）
　印　　
令和　　年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
　令和　　年　　月　　日付け健長第　　　　号で交付決定を受けた令和　　年度山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告します。
１　山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）第１３条の規定による確定額
金　　　　　　　　　　円
２　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
　   金　　　　　　　　　　円
３　添付書類（２の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等）

　　　　　　　　　
（別紙）　　　　消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書
１　施設名

　　○○○○○○
２　開設者氏名

　　○○法人　○○○○
３　施設の所在地

　　○○市△△町×丁目

４　補助事業名

山梨県介護基盤整備等事業費補助金　又は
山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金


５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

　　補助金の使途が非課税仕入に該当するため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。


（別紙）　　　　消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書
１　施設名

　　○○○○○○
２　開設者氏名

　　○○法人　○○○○
３　施設の所在地

　　○○市△△町×丁目

４　補助事業名

山梨県介護基盤整備等事業費補助金　又は
山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金

　
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円
６　仕入控除税額の概要

（１）補助対象経費の内訳
	区　分
	課税仕入(10%）
	非課税仕入
	合　計

	補助対象経費の内訳
	○○費
	
	423,000
	423,000

	
	△△料
	2,000,000
	
	2,000,000

	
	合　計
	2,000,000
	423,000
	2,423,000



（２）課税売上割合

　
21,398,000　／　250,000,000　　＝　8.5592％

   （課税売上額） （非課税売上額を含む総売上額）

（３）仕入控除税額（一括比例配分方式）

　1,165,000×8.5592％×　2,000,000　／　2,423,000　×10／110＝7,482円

（別紙）　　　　消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額算出書
１　施設名

　　○○○○○○
２　開設者氏名

　　○○法人　○○○○
３　施設の所在地

　　○○市△△町×丁目

４　補助事業名

山梨県介護基盤整備等事業費補助金　又は
山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金
５　補助金確定額

　　１，１６５，０００円

６　仕入控除税額の概要

（１）補助対象経費の内訳

	区分
	課税仕入（10％）
	非課税仕入
	合計

	
	課税売上

対応分
	非課税売上

対応分
	共通対応分
	
	

	補助対象経費の内訳
	○○費
	2,400,000
	
	
	
	2,400,000

	
	△△料
	
	
	21,000,000
	
	21,000,000

	
	合計
	2,400,000
	
	21,000,000
	
	23,400,000



（２）課税売上割合

　　　21,398,000　／　250,000,000＝8.5592％
　　　（課税売上額）　（非課税売上額を含む総売上額）
（３）支出のうち課税仕入の占める割合

　　　2,400,000　／　23,400,000　＝　0.10256410256
　（課税売上分）　（課税仕入+非課税仕入額）
21,000,000／　23,400,000　＝　0.89743589743
（共通対応分）　 （課税仕入+非課税仕入額）
（４）仕入控除税額（個別対応方式）

1,165,000×0.10256410256×10／110=10,862円

1,165,000×0.89743589743×10／110×8.5592％＝8,135円
      10,862＋8,135＝18,997円
様式（山梨県介護基盤整備等事業費補助金）





様式（山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金）





様式・記入例（山梨県介護基盤整備等事業費補助金・山梨県介護基盤開設準備等事業費補助金）





返納がない場合（仕入控除税額がない場合の記入例）





県から交付を受けた額が確定額にあたります。








他に、


・特定収入割合が５%を超えるため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。


・簡易課税方式により申告したため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。


・仕入控除税額の計算を個別対応方式により行い、かつ、補助金の使途がすべて「非課税売上にのみ要する課税仕入」に該当するため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。


・消費税の申告義務がないため、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額がない。


など、該当するものを記入してください。





返納がある場合①（仕入控除税額がある場合の記入例）


※ 一括比例配分方式の場合





県から交付を受けた額が確定額にあたります。





申告書の付表２で課税仕入れ税額を計算する際、課税売上割合を端数処理していればその値。端数処理していなければ、切り捨てない値を記入。





円未満切り捨て





(課税仕入+非課税仕入額)





(課税仕入額)





返納がある場合②（仕入控除税額がある場合の記入例）


※ 個別対応方式の場合





県から交付を受けた額が確定額にあたります。





申告書の付表２で課税仕入れ税額を計算する際、課税売上割合を端数処理していれば、その値。端数処理していなければ、切り捨てない値を記入。





切り捨てない





個別対応方式で申告している場合の算出例です。他の方式の場合はその計算方法に従ってください。





円未満切り捨て








